
●
あ
え
て
損
得
勘
定
し
て
み
る
と
…

　
「
世
代
間
扶
養
の
仕
組
み
」
に
よ
っ
て

高
齢
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
公
的
年
金
。

こ
の
公
的
年
金
を
損
得
勘
定
で
考
え
る
の

は
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
国
民
年
金
に
つ
い
て
あ
え
て

計
算
し
て
み
る
と
、
平
均
的
に
長
生
き
す

る
と
、
納
め
る
保
険
料
総
額
に
比
べ
て
年

金
受
給
総
額
の
方
が
高
額
に
な
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

●
年
金
額
の
３
分
の
１
を
国
が
負
担
し
て

い
ま
す
！

　
国
民
年
金
制
度
は
、
長
期
的
な
視
点
に

立
ち
、
将
来
を
見
据
え
て
、
国
が
責
任
を
も
っ

て
運
営
し
、
年
金
額
の
３
分
の
１
を
国
が

負
担
し
て
い
ま
す
。
（
将
来
的
に
は
２
分

の
１
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
）

国
民
年
金
は
、
国
が
運
営
す
る
制
度

若
い
世
代
は
払
い
損
に
な
ら
な
い
か
？

広報ごぼう
（７） 平成15年２月

４０年間に納める保険料

約１，０５０万円
（平成14年度に20歳の人の場合）

受け取る年金は

１５年で　約１，２０６万円

平均寿命で約１，５６０万円

●国民年金の第１号被保険者の

　保険料は月額１３，３００円（平成14年度）

●毎月の保険料は、

社会保険庁から送られてくる納付案内書によって

近くの金融機関で、翌月の末日までに納めてください。


	そこが知りたい国民年金―２

